
仕様書 

 

１ 車両等の状況 

 (1) 売払い車両 

   日野ＤＵＴＲＯ（型式：ＰＤ－ＸＺＵ３０４Ｅ） 

三河８００す４４１５ ＭＴ車 

車検有効期限：令和９年２月２０日 

初年度登録年月：平成１７年２月 

走行距離：12,152 ㎞（令和８年４月１７日現在） 

 (2) 車両本体や各部品に劣化、錆び及び不具合が生じていることがありま

す。 

 (3) 撮影時の状況により、実際の車両の状況と写真が異なる場合がありま

す。 

 (4) 車両の状況を正確に確認していただくため、下見会に参加してくださ

い。下見会での確認をされない場合は、掲載している車両写真などの閲覧

により、車両の確認をいただいたものとみなします。 

  ・物件の下見会 

   日時：令和８年５月１４日（木）～令和８年５月２２日（金） 

      午前９時～正午、午後１時～午後４時（平日のみ） 

   会場：高浜市消防団第１分団詰所（高浜市青木町四丁目２番地１３） 

   担当：高浜市役所 防災防犯グループ 神谷・水野 

      電話 0566-95-9535（直通） 

   ※下見会は、必ず事前に上記担当部署へご連絡のうえ、参加してくださ

い。（職員の業務の都合上、日時の調整が必要な場合があります。） 

 

２ 物件の引渡し 

 (1) 車両の引渡しは、買受代金納付時の現状引渡しとなります。買受代金の

支払いは、売渡人が発行する納入通知書により、車両の引渡し日以前に代

金を支払うものとします。 

 (2) 当市で車両の輸送、手配等は行いません。車両は直接お持ち帰りいただ

くか、買受人で輸送の手配をお願いします。その際、輸送にかかる費用は

保険料等も含めて全て買受人の負担となります。また、輸送に伴う作業の

一切についても買受人で行い、引渡し後に発生する事故等の損害賠償も買

受人が責任を負うものとします。 

 (3) 移転登録料、車両運送費用、引渡しに関する全ての経費は、買受人の負

担となります。バッテリーが上がっている場合などについては、引渡し時



に買受人で直してから、引取りをお願いします。 

 

３ その他 

 (1) 入札にあたっては、消費税及び地方消費税相当額並びにその他経費を含

めた金額を記載してください。落札者は、最高の価格をもって入札した者

とします。買受人が決定した場合は、その入札額を売却決定金額とし、入

札額で契約します。なお、契約書は高浜市が定めたものとします。 

 (2) 売払い対象物品について確認したい事項がある場合は、下見会におい

て、直接担当者に確認してください。なお、売払い対象物品について、高

浜市は契約不適合責任を負いません。 

 (3) 売払い対象物品の引取り・処分等については、関係法令等を遵守してく

ださい。 

 (4) 売払い対象物品の引取りの日は契約代金納入後、令和８年６月３０日

（火）午後４時までとしますので、事前に高浜市役所防災防犯グループ担

当者と協議してください。 

 (5) 車両登録抹消、名義変更等の事務手続きは、買受人が買受人の費用で引

渡し後速やかに行ってください。また、車両登録抹消、名義変更等が完了

した場合は、その証明書等の写しを提出してください。 

 (6) 買受人が売払い車両を引き続き車両として使用する場合には、売渡人所

有の車両と思われないようにして（表示文字の抹消、塗装等）使用してく

ださい。また、表示文字の抹消等を行ったことが分かる画像を提出してく

ださい。 

 (7) 引渡し後に発生する、上記(5)及び(6)にかかる費用の一切は、買受人が

負担するものとし、車両の引渡しから３０日以内に行ってください。 

 (8) 入札後のクレームは一切受け付けません。 

 







売払い物件 写真 

 

 

 

前面 後面 

  

左側面 右側面 

  

運転席 助手席 

  

後部座席 車内１ 

  



 

 

 

車内２ 車内３ 

  

左前輪 左後輪 

  

右前輪 右後輪 

  

後方収納 天井 

  



 

 

 

ポンプ検定表示 ポンプ計器 

  

付属品１ 付属品２ 

  

付属品３ 付属品４ 

  

付属品５ 付属品６ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付属品７ 付属品８ 

  

付属品９  

 

 


